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最低賃金の引上げに関連した支援の拡充について（周知依頼）

この度、厚生労働省医政局総務課より事務連絡「最低賃金の引上げに関連した

支援の拡充について」が発出され、日本医師会を通じて周知依頼がまいりました。

賃上げに取り組む医療機関においても以下の助成金及び補助金について、対象

の拡大、要件緩和等の措置が講じられますので、貴会におかれましても本件ご了

知のうえ、関係医療機関等への周知方、よろしくお願い申し上げます。

なお、令和7年度の最低賃金額の改定等に関しては、おって案内がございます。

① 業務改善助成金（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557790.pdf

② IT導入補助金（経済産業省）

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_it.pdf

【添付資料】

・業務改善助成金、IT導入補助金パンフレット（抜粋）



 

 


























